
◎職員等の期末手当及び勤勉手当に関する 

  条例施行規則 

 

制  定 平２０． ４． １ 規則４ 

最近改正 平２５．１２．２０ 規則２ 

（趣  旨） 

第１条 この規則は、職員等の期末手当及び勤勉手当に関する条例（平成５年淀川右岸水防事務組合条例第１号。

以下「条例」という。）第１条第２号に掲げる規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（支給対象外職員） 

第２条 条例第３条第１項及び第４条第１項の管理者が定める職員は、基準日（条例第２条第１項に規定する基

準日をいう。以下同じ。）において職員の分限に関する条例（昭和４０年淀川右岸水防事務組合条例第８号。以

下「分限条例」という。）第３条の規定により休職中の職員とする。 

（支 給 日） 

第３条 条例第３条第１項及び第４条第１項の管理者が定める日（以下「支給日」という。）は、６月に支給する

場合においては同月３０日、１２月に支給する場合においては同月１０日（これらの日が日曜日に当たるときは

その前々日、これらの日が土曜日に当たるときはその前日）とする。ただし、特別の事情があるときは、支給日

を変更することがある。 

（調査対象期間） 

第４条 条例第３条第２項の管理者が定める期間（以下「調査対象期間」という。）は、基準日以前６箇月の期間

のうち、条例第１条第２号に掲げる規定の適用を受ける職員としての引き続いた在職期間とする。 

（欠勤等の事由） 

第５条 条例第３条第２項の管理者が定める事由は、次に掲げる事由とする。 

（１）   欠勤 

（２）   地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条第２項の規定による休職（公

務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。） 

（３）   法第２９条の規定による停職 

（４）   地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休

業 

（５）   分限条例第３条の規定による休職 

（基礎額の端数計算） 

第６条 条例第３条第２項の期末手当基礎額（以下「期末手当基礎額」という。）並びに条例第４条第２項の勤勉

手当基礎額（以下「勤勉手当基礎額」という。）に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（期末手当） 

第７条 条例第３条第２項の管理者が定める割合は、同項第１号に掲げる職員にあっては、別表第１の実勤務日

数欄の区分に応じ同表の割合欄に定める割合とし、同項第２号に掲げる職員（以下「再任用職員」という。）に

あっては、別表２の１週間当たりの所定の勤務日の日数毎に設ける実勤務日数欄の区分に応じ同表の割合欄に定

める割合とする。 

 （平２２規則２ 一部改正） 

２ 条例第３条第４項（条例第４条第４項において準用する場合を含む。以下この項から第 4 項までにおいて同



じ。）の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が定める者については、別表第３の職員欄に定める

職員とし、条例第３条第４項の管理者が定める割合は、同欄の区分に応じ同表の割合欄に定める割合とする。 

 （平２２規則２ 一部改正） 

３ 条例第３条第４項の管理者が定める管理又は監督の地位にある職員は、基準日において職務の級が６級及び

５級である職員とする。 

４ 条例第３条第４項の管理者が定める額は、基準日において同項の管理者が定める管理又は監督の地位にある

職員が受けるべき管理職手当の月額とする。 

５ 条例第３条第５項（条例第４条第４項において準用する場合を含む。以下同じ。）の管理者が定める特別の事

由は、次に掲げる事由とし、条例第３条第５項の管理者が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１）  法第２９条の規定による懲戒処分（免職を除く。）を受けたこと 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ア  期末手当 勤勉手当基礎額に別表第４に掲げる処分欄の区分に応じて当該区分に対応する割合欄に定

める割合を乗じて得た額からこの号の規定の適用がないものとして条例第４条第２項から第４項までの

規定により算定される額（以下「減額前の勤勉手当支給額」という。）を減じた額（その額が０以下にな

る場合にあっては、０） 

（平２２規則２ 一部改正） 

イ  勤勉手当 勤勉手当基礎額に別表第４に掲げる処分欄の区分に応じて当該区分に対応する割合欄に定

める割合を乗じて得た額（その額が減額前の勤勉手当支給額を超える場合にあっては、減額前の勤勉手当

支給額） 

（平２２規則２ 一部改正） 

（２）  結核性呼吸器病により勤務停止を受けたこと（条例第３条第１項の規定の適用を受ける職員の期末手当

の額にあっては、同条第２項に規定する実勤務日数から勤務停止を受けた日の日数（以下「勤務停止日数」

という。）を減じた日数が８９日以上である場合を除く。）条例第３条第２項から第４項までの規定により

算定される額（条例第４条第１項の規定の適用を受ける職員の勤勉手当の額にあっては、同条第２項から

第４項までの規定により算定される額）から、条例第３条第２項第１号に定める額（条例第４条第１項の

規定の適用を受ける職員の勤勉手当の額にあっては、同条第２項第１号に定める額）に調査対象期間にお

ける所定の勤務日の日数に対する勤務停止日数の割合を勘案して別記第１の算式により得られる割合を乗

じて得た額を減じた額 

（勤勉手当) 

第８条 条例第４条第２項の管理者が定める割合は、同項第１号に掲げる職員にあっては、別表第５の欠勤等の

日数欄の区分に応じ同表の割合欄に定める割合とし、再任用職員にあっては別表第６の１週間当たりの所定の勤

務日の日数毎に設ける欠勤等の日数欄の区分に応じ同表の割合欄に定める割合とする。 

 （平２２規則２ 一部改正） 

２ 前項の場合において、基準日以前６箇月の期間において採用された職員再任用職員以外の職員から引き続き

再任用職員となった者及び再任用職員で任期の更新をおこなった者を除く。以下「中途採用者」という。）につ

いては、採用前の日数（中途採用者が基準日以前６箇月の全期間を引き続き在職したとみなした場合の当該採用

前の期間における所定の勤務日の日数をいう。）を欠勤等の日数とみなして、別表第５及び６の規定を適用する。 

 （平２２規則２ 一部改正） 

（支給制限等に係る在職期間等） 



第９条 条例第５条及び第６条（これらの規定を条例第８条において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定す

る在職期間は、条例第１条第２号に掲げる規定の適用を受ける職員としての引き続いた在職期間とする。 

２ 条例第５条第２項（条例第８条において準用する場合を含む。）の管理者が定める期間は、条例第１条第２号

に掲げる規定の適用を受ける職員としての引き続いた在職期間とする。 

 （平２５規則２ 追加） 

附  則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則（平２２．３．２４ 規則２） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則（平２２．１２．１ 規則４） 

１ この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当の運用について第７条関係第５項（１）ア及び（１）

イの規定は、この規則の施行の日以後に受けた懲戒処分について適用し、同日前に受けた懲戒処分については、

なお従前の例による。 

附  則（平２５．１２．２０ 規則２） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第７条関係） 

実勤務日数 割      合 

 ８９日以上  １００分の１００ 

 ６６日以上８８日以下  １００分の９５ 

 ３２日以上６５日以下  １００分の７５ 

 １２日以上３１日以下  １００分の６０ 

 ６日以上１１日以下  １００分の５０ 

 ５日以下  管理者がその都度決定する割合 

 

別表第２（第７条関係） 

実 勤 務 日 数 

割   合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が５

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が４

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が３

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が２

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が１

日である場合 

８９日以上 ７１日以上 ５３日以上 ３６日以上 １８日以上 １００分の１００ 

６６日以上 

８８日以下 

５３日以上 

７０日以下 

４０日以上 

５２日以下 

２６日以上 

３５日以下 

１３日以上 

１７日以下 
１００分の９５ 

３２日以上 

６５日以下 

２６日以上 

５２日以下 

１９日以上 

３９日以下 

１３日以上 

２５日以下 

６日以上 

１２日以下 
１００分の７５ 

１２日以上 

３１日以下 

１０日以上 

２５日以下 

７日以上 

１８日以下 

５日以上 

１２日以下 

３日以上 

５日以下 
１００分の６０ 

６日以上 

１１日以下 

５日以上 

９日以下 

４日以上 

６日以下 
３日又は４日 ２日 １００分の５０ 

５日以下 ４日以下 ３日以下 ２日以下 
０日又は 

１日 

管理者がその都度

決定する割合 

（平２２規則２ 追加） 

 

別表第３（第７条関係） 

職     員 割      合 

 事 務 局 長  １００分の１５ 

 総務課長、防潮課長、主幹  １００分の１２．５ 

 総務課長代理  １００分の１０ 

 主    査  １００分の５ 

 

  



別表第４（第７条関係） 

処        分 
減   額   率 

本   人 監督責任者 

戒        告 １００分の１５ １００分の１０ 

減        給 １００分の３０ １００分の２０ 

停 

 

職 

１月未満 １００分の４０ １００分の３０ 

１月以上２月未満 １００分の５０ １００分の３５ 

２月以上３月以下 １００分の６０ １００分の４０ 

３月超 １００分の７０ １００分の４５ 

   （平２２規則４一部改正） 

 

別表第５（第８条関係） 

欠勤等の日数 割      合 

 ０日  １００分の１００ 

 １日以上５日以下  １００分の９８ 

 ６日以上２０日以下  １００分の９５ 

 ２１日以上３０日以下  １００分の８５ 

 ３１日以上４０日以下  １００分の７５ 

 ４１日以上５０日以下  １００分の６５ 

 ５１日以上６０日以下  １００分の５５ 

 ６１日以上７０日以下  １００分の４５ 

 ７１日以上８０日以下  １００分の３５ 

 ８１日以上９０日以下  １００分の２５ 

 ９１日以上１００日以下  １００分の２０ 

 １０１日以上１１０日以下  １００分の１０ 

 １１１日以上  管理者がその都度決定する 

 

  



別表第６（第８条関係） 

欠 勤 等 の 日 数 

割   合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が５

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が４

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が３

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が２

日である場合 

１週間当たり

の所定の勤務

日の日数が１

日である場合 

０日 ０日 ０日 ０日 ０日 １００分の１００ 

１日以上 

５日以下 

１日以上 

４日以下 

１日以上 

３日以下 

１日以上 

２日以下 
１日 １００分の９８ 

６日以上 

２０日以下 

５日以上 

１６日以下 

４日以上 

１２日以下 

３日以上 

８日以下 

２日以上 

４日以下 
１００分の９５ 

２１日以上 

３０日以下 

１７日以上 

２４日以下 

１３日以上 

１８日以下 

９日以上 

１２日以下 

５日又は 

６日 
１００分の８５ 

３１日以上 

４０日以下 

２５日以上 

３２日以下 

１９日以上 

２４日以下 

１３日以上 

１６日以下 

７日又は 

８日 
１００分の７５ 

４１日以上 

５０日以下 

３３日以上 

４０日以下 

２５日以上 

３０日以下 

１７日以上 

２０日以下 

９日又は 

１０日 
１００分の６５ 

５１日以上 

６０日以下 

４１日以上 

４８日以下 

３１日以上 

３６日以下 

２１日以上 

２４日以下 

１１日又は 

１２日 
１００分の５５ 

６１日以上 

７０日以下 

４９日以上 

５６日以下 

３７日以上 

４２日以下 

２５日以上 

２８日以下 

１３日又は 

１４日 
１００分の４５ 

７１日以上 

８０日以下 

５７日以上 

６４日以下 

４３日以上 

４８日以下 

２９日以上 

３２日以下 

１５日又は 

１６日 
１００分の３５ 

８１日以上 

９０日以下 

６５日以上 

７２日以下 

４９日以上 

５４日以下 

３３日以上 

３６日以下 

１７日又は 

１８日 
１００分の２５ 

９１日以上 

１００日以下 

７３日以上 

８０日以下 

５５日以上 

６０日以下 

３７日以上 

４０日以下 

１９日又は 

２０日 
１００分の２０ 

１０１日以上 

１１０日以下 

８１日以上 

８８日以下 

６１日以上 

６６日以下 

４１日以上 

４４日以下 

２１日又は 

２２日 
１００分の１０ 

１１１日以上 ８９日以上 ６７日以上 ４５日以上 ２３日以上 
管理者がその都度

決定する割合 

（平２２規則２ 追加） 

 

  



別記第１（第７条関係） 

 

  所定の勤務   勤務停    実勤務日数に応         ８０ 

        －      × じて規則別表第 ＋ 勤務停 × ―― 

  日 の 日 数   止日数    １に定める割合   止日数   １００ 

                所定の勤務日の日数 

 

 

備考 

  勤勉手当の額を減額する場合における算式の規定の適用については、算式中「実勤務日数に応じて規則別表

第１に定める割合」とあるのは、「欠勤等の日数に応じて規則別表第５に定める割合」とする。 

  


